
令和３ 年度における沖縄地区の独占禁止法の運用状況等について

令 和 ４ 年 ６ 月 １ ６ 日

内閣府沖縄総合事務局

総務部公正取引室

第１ 独占禁止法違反事件等の処理状況

１ 公正取引委員会は、 迅速かつ実効性のある事件審査を行うとの基本方針の下、 国民

生活に影響の大きい価格カルテル・ 入札談合・ 受注調整、 中小事業者等に不当に不利

益をもたらす優越的地位の濫用や不当廉売などに厳正かつ積極的に対処することとし

ている。また、Ｉ Ｔ・ デジタル関連分野や農業・ 漁業分野における独占禁止法違反被疑

行為など、 社会的ニーズに的確に対応した多様な事件に取り組んでいる。

そして、公正取引委員会は、一般から提供された情報（ 申告）、自ら探知した事実等

を検討し、必要な審査を行い、審査の結果、違反行為が認められたときは、違反行為を

した事業者等に対し、 違反行為を排除するために必要な措置等を命じている。 違反行

為のうち、価格カルテル・ 入札談合・ 受注調整、優越的地位の濫用等については、違反

行為をした事業者に対して課徴金の納付を命じている。 また、 違反被疑行為について

公正かつ自由な競争の促進を図る上で必要があると認められるときは、 確約手続を適

用し、 事業者と協調的な問題解決を図っている。

２ 最近の独占禁止法違反事件等の処理状況（ 不当廉売事案で迅速処理したもの及び優

越的地位の濫用事案で注意したものを除く 。）

最近の５年間における内閣府沖縄総合事務局総務部公正取引室（ 以下「 沖縄公正取

引室」 という。） 管内（ 以下「 沖縄地区」 という。） の独占禁止法違反事件等の処理状況

は、 次のとおりである。

問い合わせ先 内閣府沖縄総合事務局総務部公正取引室

電話 ０９８－８６６－００４９（ 直通）

ホ－ムペ－ジ https: //www. j f tc. go. j p/regi onal _of f i ce/oki nawa/
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独占禁止法違反事件等の処理件数 （ 単位： 件）

年 度

処理内容
平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

審

査

件

数

前年度からの繰越し ０ １ ０ １ ０

年度内新規着手 １ ０ ３ １ ３

合 計 １ １ ３ ２ ３

法的措置（ 注１） 排除措置命令等 ０ ０ ０ ０ ０

処

そ の 他

警 告（ 注２） ０ ０ ０ ０ ０

理 注 意（ 注３） ０ １ ２ ２ ２

件 打切り（ 注４） ０ ０ ０ ０ ０

数 小 計 ０ １ ２ ２ ２

合 計 ０ １ ２ ２ ２

次年度への繰越し １ ０ １ ０ １

（ 注１）「 法的措置」 とは、排除措置命令、課徴金納付命令及び確約計画の認定であり、一つの事件について、排除措置命令と課徴金納

付命令が共になされている場合には、 法的措置件数を１件としている。

（ 注２）「 警告」 とは、 排除措置命令を採るに足る証拠が得られないが、 違反の疑いがある場合に行う措置である。

（ 注３）「 注意」 とは、 違反行為の存在を疑うに足る証拠が得られないが、将来違反につながるおそれがある場合に行う措置である。

（ 注４）「 打切り」 とは、違反行為が認められない等により、審査を打ち切る場合をいう。

３ 独占禁止法違反事件等の概要

次の各事例は、 記載された行為が行われていた疑いがあり、 独占禁止法違反につな

がるおそれがあったため、 注意を行った。

（ 1） 漁業協同組合Ａは、 組合員に対し、 漁獲した全ての水産物をＡに出荷するよう要

請していた。

（ 2） 漁業協同組合Ｂは、 漁獲した水産物をＢに出荷する組合員に対し、 Ｂ以外へ水産

物を出荷する際に手数料を徴収することとしていた。

第２ 企業結合関係届出及び協同組合届出の状況

１ 企業結合関係届出

独占禁止法では第４ 章において、 事業支配力が過度に集中することとなる会社の設

立等の禁止（ 第９条） 及び銀行業又は保険業を営む会社の議決権取得・ 保有の制限（ 第

１ １ 条） について規定しているほか、 一定の取引分野における競争を実質的に制限す

ることとなる場合及び不公正な取引方法による場合の会社等の株式取得・ 所有、 役員

兼任、合併、分割、共同株式移転及び事業譲受け等の禁止並びに一定の条件を満たす企

業結合についての届出義務（ 第１ ０ 条及び第１３ 条から第１６ 条まで） を規定してい

る。

公正取引委員会は、 これら株式取得・ 所有、 合併等に係る独占禁止法上の問題の有

無について審査を行っている。

最近５年間における沖縄地区の企業結合関係届出の状況は、 次のとおりである。
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企業結合関係届出受理件数 （ 単位： 件）

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

株式取得届出受理 ２ ０ ０ ０ ０

合 併 届 出 受 理 ０ ０ ０ ０ ０

分 割 届 出 受 理 ０ ０ ０ ０ ０

共同株式移転届出受理 ０ ０ ０ ０ ０

事業譲受け等届出受理 ０ ０ ０ ０ ０

合 計 ２ ０ ０ ０ ０

２ 協同組合届出

中小企業等協同組合法は、 同法に基づき設立された事業協同組合及び信用協同組合

に対し、 同法第７条第１ 項第１ 号に規定する小規模事業者以外の事業者が加入したと

き又は組合員が同小規模事業者でなく なったときには、 その旨を公正取引委員会に届

け出ることを義務付けている（ 同法第７条第３項）。

最近５年間における沖縄地区の協同組合届出件数は、 次のとおりである。

中小企業等協同組合法第７条第３項に基づく 届出件数 （ 単位： 件）

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

０ ２ ０ ０ ０

第３ 広報・ 広聴活動

公正取引委員会は、 独占禁止法等の普及・ 啓発及び競争政策の運営に資するため、

次のような広報・ 広聴活動を行っている。

１ 独占禁止政策協力委員制度

競争政策への理解の促進と地域の経済社会の実情に即した政策運営に資するため、

独占禁止政策協力委員制度を設置しており、 公正取引委員会が行う広報活動等に御協

力いただく とともに、 独占禁止法等の運用や競争政策の運営等について意見聴取を行

っている。

令和３年度においては、（ 1） 公正取引委員会に対する期待、（ 2） 経済のデジタル化の

進展と競争政策の役割、（ 3） 優越的地位の濫用規制・ 下請法の規制、（ 4） 競争環境の整

備に係る調査・ 提言、（ 5） 公正取引委員会の広報・ 広聴活動の改善点などについての意

見聴取をそれぞれ行った。

２ 有識者との懇談会

各地の有識者と公正取引委員会の委員等との懇談会及び講演会を通して、 競争政策
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についてより一層の理解を求めるとともに、 幅広く 意見及び要望を把握し、 今後の競

争政策の有効かつ適切な推進を図るため、 毎年、 全国各地において有識者との懇談会

を開催している。令和３年度においては、令和２年度に引き続き、新型コロナウイルス

感染症対策として、 ウェブ会議により開催した。

沖縄地区では、 令和３年度は、 沖縄県商工会議所連合会、 沖縄県商工会連合会等の

経済団体の有識者と公正取引委員会委員との懇談会を実施した。

なお、 例年、 懇談会と同時に開催している講演会は、 新型コロナウイルス感染症対

策として、 開催しなかった。

３ 独占禁止法説明会等

公正取引委員会は、 独占禁止法等の違反行為の未然防止を図るため、 説明会・ 講習

会等を自ら主催しているほか、 各種業界団体等から要請を受けて講習会等へ講師を派

遣している。令和３年度は、新型コロナウイルス感染症対策として、ウェブ会議による

説明会等も実施した。

沖縄地区では、 令和３年度は独占禁止法に関する説明会等を３回実施した。 また、

入札談合等関与行為防止法に関する研修会等を６回実施した。

４ 独占禁止法教室（ 出前授業）

将来を担う中学生、 高校生、 大学生等を対象に、 市場経済の仕組みや競争の機能に

ついて説明するなどし、競争の必要性・ 重要性、独占禁止法の役割等について理解して

もらうことを目的として、公正取引委員会の職員による「 独占禁止法教室」を開催して

いる。令和３年度は、新型コロナウイルス感染症対策として、ウェブ会議による開催や

公正取引委員会の職員による講義の様子をあらかじめ収録したＤＶＤの貸出しも行っ

た。

沖縄地区では、 令和３年度は中学生向け独占禁止法教室を１回、 大学生向け独占禁

止法教室を１回それぞれ開催した。

５ 相談業務

公正取引委員会は、 法運用に対する理解を深め、 違反行為の未然防止を図るため、

相談を受け付けている。

最近５年間における沖縄地区の相談受付件数は次のとおりである。
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相談受付件数 （ 単位： 件）

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

独占禁止法 ３０ ３７ ４１ ７４ ４７

下 請 法 ８ ６ ２３ １６ ２６

合 計 ３８ ４３ ６４ ９０ ７３
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令和３ 年度における沖縄地区の下請法の運用状況等について（ 概要）

令和４ 年６ 月１ ６ 日

内閣府沖縄総合事務局

総務部公正取引室

第１ 下請法の運用状況

１ 定期調査の実施状況

(1) 親事業者に対する定期調査

617名（ 製造委託等（ 注１ ） 317名、 役務委託等（ 注２ ） 300名）

(2) 下請事業者に対する定期調査

900名（ 製造委託等411名、 役務委託等489名）
（ 注１ ） 製造委託及び修理委託をいう。 以下同じ。
（ 注２ ） 情報成果物の作成委託及び役務提供委託をいう。 以下同じ。

２ 下請法違反被疑事件の処理状況

(1) 措置件数67件

指導： 67件（ 製造委託等31件、 役務委託等36件）

(2) 違反行為の類型別件数（ 注）

ア 手続規定違反（ 発注書面の交付義務違反等）

63件（ 製造委託等33件、 役務委託等30件）

イ 実体規定違反（ 減額、 支払遅延等下請事業者に不利益を与える行為）

76件（ 製造委託等29件、 役務委託等47件）

＜主な違反行為類型＞

① 下請代金の支払遅延（ 51件）

② 下請代金の減額（ 13件）

③ 買いたたき（ ７ 件）
（ 注） １ 件の事件において複数の違反行為類型について措置を採っている場合があるため、

手続規定違反及び実体規定違反の件数の合計と前記(1)の措置件数とは一致しない。

1, 500名 1, 500名 1, 517名

問い合わせ先 内閣府沖縄総合事務局総務部公正取引室

電話 ０ ９ ８ －８ ６ ６ －０ ０ ４ ９ （ 直通）

ホームページ https: //www. j f tc. go. j p/regi onal _of f i ce/oki nawa/



i i

第２ 中小事業者等の取引公正化に向けた取組

１ 基礎講習

公正取引委員会は、 企業のコンプライアンス意識の高まりや初心者向けの講

習開催に係る要望等を踏まえ、 下請法等に関する基礎知識を習得することを希

望する者を対象とした基礎講習を実施している。

令和３ 年度においては、 沖縄公正取引室では、 当該講習を１ 回実施した。

２ 下請取引適正化推進月間

公正取引委員会は、 中小企業庁と共同して、 毎年11月を「 下請取引適正化推

進月間」 と定め、 下請法の概要等を説明する下請取引適正化推進講習を全国各

地で実施するなど、 下請法の普及・ 啓発を図っている。

令和３ 年度においては、 沖縄公正取引室では、 内閣府沖縄総合事務局経済産

業部中小企業課と共同して、 当該講習を１ 回実施した。
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令和３ 年度における沖縄地区の下請法の運用状況等について

令和４ 年６ 月１ ６ 日

内閣府沖縄総合事務局

総務部公正取引室

第１ 下請法の運用状況

１ 定期調査の実施状況

公正取引委員会では、 下請取引の性格上、 下請事業者からの下請法違反被疑

事実についての情報提供が期待しにく いことから、 親事業者及び当該親事業者

と取引のある下請事業者を対象に定期的な調査を実施するなどして、 違反行為

の発見に努めている。

定期調査は、 内閣府沖縄総合事務局総務部公正取引室（ 以下「 沖縄公正取引

室」 という。 ） 管内に所在する資本金の額又は出資の総額が1000万円超の親事

業者617名（ 製造委託等（ 注１ ） 317名、 役務委託等（ 注２ ） 300名） 及び当該親事業

者と取引のある下請事業者900名（ 製造委託等411名、 役務委託等489名） を対

象に実施した（ 第１ 表参照） 。
（ 注１ ） 製造委託及び修理委託をいう。 以下同じ。

（ 注２ ） 情報成果物作成委託及び役務提供委託をいう。 以下同じ。

第１ 表 定期調査の実施状況

［ 単位： 名］

区分

年度

親事業者調査 下請事業者調査

全国 沖縄 全国 沖縄

令和３ 年度 65, 000 617 300, 000 900

製造委託等 37, 280 317 169, 318 411

役務委託等 27, 720 300 130, 682 489

令和２ 年度 60, 000 600 300, 000 900

製造委託等 36, 128 320 196, 879 387

役務委託等 23, 872 280 103, 121 513

令和元年度 60, 000 600 300, 000 900

製造委託等 35, 810 338 200, 190 416

役務委託等 24, 190 262 99, 810 484

２ 下請法違反被疑事件の処理状況

(1)  下請法違反被疑事件の新規着手及び処理の状況（ 第２ 表参照）

ア 新規着手状況

新規に着手した下請法違反被疑事件は70 件（ 製造委託等32 件、 役務委

託等 38 件） であり、 事件の端緒としては、 公正取引委員会が親事業者及
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び下請事業者を対象に行った定期調査によるものである。

イ 処理状況

下請法違反被疑事件として処理した件数は70件（ 製造委託等32件、 役務

委託等38件） であり、 このうち67件（ 製造委託等31件、 役務委託等36件）

について指導（ 違反のおそれのある行為に対する指導を含む。 以下同じ。 ）

の措置を講じている。 主な指導事件の概要は別紙のとおりである。

第２表 下請法違反被疑事件の処理状況

［ 単位： 件］

区分

年度

新規着手件数（ 注） 処理件数
措置

不問 計定期
調査

申告

中小企業
庁長官か
らの措置

請求

計 勧告 指導 小計

令和３年度
全国 8, 369 94 1 8, 464 4 7, 922 7, 926 174 8, 100

沖縄 70 0 0 70 0 67 67 3 70

製造委託等
全国 5, 384 61 1 5, 446 3 5, 146 5, 149 113 5, 262

沖縄 32 0 0 32 0 31 31 1 32

役務委託等
全国 2, 985 33 0 3, 018 1 2, 776 2, 777 61 2, 838

沖縄 38 0 0 38 0 36 36 2 38

令和２年度
全国 8, 291 101 1 8, 393 4 8, 107 8, 111 222 8, 333

沖縄 57 1 0 58 0 58 58 2 60

製造委託等
全国 5, 450 59 1 5, 510 3 5, 340 5, 343 139 5, 482

沖縄 31 1 0 32 0 31 31 2 33

役務委託等
全国 2, 841 42 0 2, 883 1 2, 767 2, 768 83 2, 851

沖縄 26 0 0 26 0 27 27 0 27

令和元年度
全国 8, 360 155 0 8, 515 7 8, 016 8, 023 292 8, 315

沖縄 42 1 0 43 0 34 34 8 42

製造委託等
全国 5, 725 100 0 5, 825 7 5, 524 5, 531 179 5, 710

沖縄 19 1 0 20 0 15 15 5 20

役務委託等
全国 2, 635 55 0 2, 690 0 2, 492 2, 492 113 2, 605

沖縄 23 0 0 23 0 19 19 3 22

（ 注） 新規着手件数には、消費税転嫁対策特別措置法に基づく 調査において得られた端緒を含む。

( 2)  下請法違反行為の類型別件数の状況（ 第３ 表参照）

ア 指導を行った事件における下請法違反行為を類型別にみると、 合計で

139件となっており、 このう ち、 製造委託等に係るものが62件、 役務委託

等に係るものが77件となっている。

イ 発注書面の交付義務等を定めた手続規定違反（ 下請法第３ 条又は第５ 条

違反） は63件（ 類型別件数の合計の45. 3％） となっており、 このうち、 製
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から、 下請事業者１ 名に対し、 ２ ５ ７ 円の遅延利息が支払われた。

第４ 表 下請代金の支払遅延事件における遅延利息の支払状況

項目
年度

支払を行った
親事業者数

支払を受けた
下請事業者数

支払の年度総額
（ 原状回復額） （ 注）

令和３ 年度
全国 105名 2, 970名 1億2035万円

沖縄 1名 1名 257円

令和２ 年度
全国 126名 2, 340名 9364万円

沖縄 2名 11名 4万円

令和元年度
全国 132名 2, 931名 3億2026万円

沖縄 ― ― ―
（ 注） 原状回復額は、 令和３年度の「 沖縄」 分を除き、 １万円未満を切り捨てている。

第２ 中小事業者等の取引公正化に向けた取組

公正取引委員会は、 企業間取引の公正化を目的として、 下請法及び優越的地

位の濫用規制（ 以下「 下請法等」 という。 ） に係る違反行為を未然に防止する

ための各種の施策を実施している。

管内における令和３ 年度の状況は次のとおりである。

１ 下請法等に係る講習

(1)  基礎講習

公正取引委員会は、 企業のコンプライアンス意識の高まりや初心者向けの

講習開催に係る要望等を踏まえ、 下請法等に関する基礎知識を習得すること

を希望する者を対象とした基礎講習を実施している。

令和３ 年度においては、 沖縄公正取引室では、 当該講習を１ 回実施した。

(2) 下請取引適正化推進月間

公正取引委員会は、 中小企業庁と共同して、 毎年11月を「 下請取引適正化

推進月間」 と定め、 下請法の概要等を説明する下請取引適正化推進講習を全

国各地で実施するなど、 下請法の普及・ 啓発を図っている。

令和３ 年度においては、 沖縄公正取引室では、 内閣府沖縄総合事務局経済

産業部中小企業課と共同して、 当該講習を１ 回実施した。

２ 下請法等に係る相談

公正取引委員会では、 年間を通して、 下請法等に係る相談を受け付けており、

29件の相談に対応した。

３ 下請取引等改善協力委員

公正取引委員会は、 下請法等の効果的な運用に資するため、 各地域の下請取

引等の実情に明るい中小事業者等に下請取引等改善協力委員を委嘱している。

令和３ 年度における沖縄公正取引室管内の下請取引等改善協力委員（ 定員） は
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３ 名であり、 ７ 月以降、 当該委員から下請取引の現状等について意見聴取を行

った。
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別紙

令和３ 年度における主な指導事件

１ 下請代金の支払遅延（ 第４ 条第１ 項第２ 号）

○ ホームページのリニューアル業務を下請事業者に委託しているＡ社は、

自社の事務処理が遅れたことを理由に、 下請事業者に対し、 あらかじめ定

められた支払期日を経過して下請代金を支払っていた。

２ 下請代金の減額（ 第４ 条第１ 項第３ 号）

○ 図面作成等を下請事業者に委託しているＢ社は、 下請事業者との間で、

下請代金を下請事業者の銀行口座に振り込む際の手数料を下請事業者が負

担する旨を書面で合意することなく 、 振込手数料を下請代金の額から減じ

ていた。
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令和３年度における沖縄地区の景品表示法の運用状況等

令和４ 年６ 月１ ６ 日

内閣府沖縄総合事務局

総 務 部 公 正 取 引 室

消 費 者 庁

消費者庁は、 一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある不当な

表示及び過大な景品類の提供に対して、 不当景品類及び不当表示防止法（ 昭和３ ７年法律

第１３４号。以下「 景品表示法」 という。） の規定に基づいて厳正・ 迅速に対処するととも

に、 同法の普及・ 啓発に関する活動を行うなど、 表示等の適正化に努めている。

公正取引委員会は、 消費者庁長官から景品表示法違反被疑事件に係る調査権限を委任さ

れ、 必要な調査を行うとともに、 相談への対応、 講師派遣等を通じた同法の普及・ 啓発に

取り組んでいる。

令和３年度における沖縄地区の景品表示法の運用状況等は次のとおりである。

第１ 景品表示法違反被疑事件の処理状況

１ 概況

景品表示法違反被疑事件については、 内閣府沖縄総合事務局総務部公正取引室（ 以

下「 沖縄公正取引室」 という。） 及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえ、消費者庁

が、違反事業者に対して措置命令・ 課徴金納付命令を行うほか、違反のおそれのある行

為等がみられた場合には関係事業者に対して指導を行うなどしている。

令和３ 年度における景品表示法の事件処理件数は、 指導が５ 件であった（ 令和３ 年

度の指導事件は別紙参照）。

表１ 事件処理件数 （ 単位： 件）

事 件

措置命令 課徴金納付命令 指 導 合 計

２年度 ３年度 ２年度 ３年度 ２年度 ３年度 ２年度 ３年度

表示事件 ０ ０ ０ ０ １ ５ １ ５

景品事件 ０ ０ （ 注） （ 注） ０ ０ ０ ０

合 計 ０ ０ ０ ０ １ ５ １ ５

（ 注） 景品事件については課徴金納付命令の対象となっていない。

問い合わせ先 内閣府沖縄総合事務局総務部公正取引室

電話 ０９８－８６６－００４９（ 直通）

ホームページ https: //www. j f tc. go. j p/regi onal _of f i ce/oki nawa/
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２ 表示事件

令和３年度に処理した表示事件は、 優良誤認（ 景品表示法第５条第１ 号） が４ 件、

有利誤認（ 景品表示法第５条２号） が１件であった。

表２ 表示事件の内訳 （ 単位： 件）

事 件

措置命令 課徴金納付命令 指 導 合 計

２年度 ３年度 ２年度 ３年度 ２年度 ３年度 ２年度 ３年度

優良誤認

（ 第５条第１号）
０ ０ ０ ０ １ ４ １ ４

有利誤認

（ 第５条第２号）
０ ０ ０ ０ ０ １ ０ １

第５条第３号に

基づく 告示

（ 第５条第３号）

０ ０
（ 注） （ 注）

０ ０ ０ ０

合 計

（ 延べ数）
０ ０ ０ ０ １ ５ １ ５

（ 注） 第５条第３号に基づく 告示事件については課徴金納付命令の対象となっていない。

３ 景品事件

令和３年度に処理した景品事件はなかった。

４ 事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置

①消費者庁は、 事業者が講ずべき景品類の提供及び表示に関する事項を適正に管理

するために必要な体制の整備その他の必要な措置に関して、 その適切かつ有効な実施

②を図るため必要があると認めるときは、 必要な指導及び助言をするとともに、 事業

者が当該措置を講じていないと認めるときは、 必要な措置を講ずべき旨の勧告をし、

その勧告に従わないときは、 その旨を公表することができる。

令和３年度に沖縄公正取引室及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえて、 消費者

庁が行った指導は３件であった。

第２ 景品表示法の普及・ 啓発活動等

１ 景品表示法に関する相談

令和３年度に受け付けた相談件数は３ ４件であった。 具体的な相談内容としては、

① 景品類の提供限度額に関する相談、 ② 商品の表示に関する相談等が挙げられる。

２ 景品表示法に関する講師派遣等

令和３年度は、 講師派遣の実績はなかった。

３ 関係行政機関との連携

書面開催された「 景品表示法ブロック会議（ 九州・ 沖縄ブロック）」（ 令和３年６月）

及びオンラインにより開催された「 消費者行政ブロック会議（ 九州・ 沖縄ブロック）」
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（ 同年１ ０ 月） 等に参加し、 景品表示法違反被疑事件調査等の問題や景品表示法関連

業務への対応等について情報共有を図るなど、 関係行政機関とも協力して景品表示法

の適正な執行に努めた。
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令和３ 年度の指導事件

○ 表示事件

⑴ 優良誤認（ 景品表示法第５条第１号）

事 件 概 要

Ａ社は、 食品（ 以下「 本件商品」 という。） を販売するに当たり、 アフィ リエイト サイト にお

いて、● 日● 個食べるだけで、－▲ 歳若返る等と表示することにより、あたかも、本件商品を摂

取するだけで、顔のしわ、ほうれい線及びしみが薄く なる又は消える効果、たるみが目立たなく

なる効果並びに痩身効果が得られるかのように示す表示をしていたが、実際には、当該表示の裏

付けとなる合理的な根拠を有しておらず、当該表示どおりの効果があるとまでは認められるもの

ではなかった。

Ｂ社は、 食品（ 以下「 本件商品」 という。） を販売するに当たり、 容器包装に貼付したラベル

等において、味付お肉 牛カルビ焼肉（ 味付け） ● ● 産等と表示することにより、あたかも、本

件商品には、牛の生肉の切り身を使用しているかのように示す表示をしていたが、実際には、牛

の成形肉を使用していた。

Ｃ社は、 食品（ 以下「 本件商品」 という。） を販売するに当たり、 容器包装において、 バター

が溶けたイラスト と共に、 ●バターリッチ ● ● 等と表示することにより、あたかも、本件商品に

はバターが豊富に使用されているかのように示す表示をしていたが、実際には、バターが豊富に

使用されているとはいえないものであった。

Ｄ社は、 水素発生器（ 以下「 本件商品」 という。） を販売するに当たり、 コロナ予防にこれ一

台 水素吸入で 美容も血管から 健康も血管から等と表示することにより、あたかも、本件商

品で生成された水素を吸入等することにより、新型コロナウイルスの予防効果、美容効果、健康

への寄与効果等が得られるかのような表示をしていたが、実際には当該表示の裏付けとなる合理

的な根拠を有しておらず、 当該表示どおりの効果があるとまでは認められるものではなかった。
（ 注） 指導事件については、 表示内容等を一部加工して記載（ 以下同じ。）。

⑵ 有利誤認（ 景品表示法第５条第２号）

事 件 概 要

Ｅ社は、食品を販売するに当たり、新聞折り込みチラシにおいて、通常価格● ● →円 ▲ ▲ 円等

と表示するなど、実際の販売価格が当該通常販売している価格に比して安いかのように表示して

いたが、 実際には、「 通常価格」 と称する価額は、 当該チラシを介した通信販売の方法により販

売された実績のないものであった。

別紙
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景品表示法による規制の概要

＜表示＞

優良誤認

（ 第５条第１号）
商品・ 役務の品質、 規格その他の内容についての不当表示

不実証広告規制（ 第７条第２項）

優良誤認に該当する表示か否かを判断するために、 事業者

に対し、 表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出

を求めることができる。 当該資料の提出がないときは、 当該

表示は不当表示とみなす。

有利誤認

（ 第５条第２号）
商品・ 役務の価格その他の取引条件についての不当表示

誤認されるおそれの

ある表示

（ 第５条第３号）

商品・ 役務の取引に関する事項について誤認されるおそれがあ

る表示であって内閣総理大臣が指定するもの

１ 無果汁の清涼飲料水等についての表示

２ 商品の原産国に関する不当な表示

３ 消費者信用の融資費用に関する不当な表示

４ 不動産のおとり広告に関する表示

５ おとり広告に関する表示

６ 有料老人ホームに関する不当な表示

＜景品＞

一般懸賞

（ 昭和５２年

告示３号）

懸賞に係る

取引の価額

景品類限度額

最高額 総 額

５， ０００円未満 取引の価額の２０倍 懸賞に係る 売上

予定総額の２％５， ０００円以上 １０万円

共同懸賞

（ 昭和５２年

告示３号）

景品類限度額

最高額 総 額

取引の価額にかかわらず

３０万円

懸賞に係る 売上

予定総額の３％

総付景品

（ 昭和５２年

告示５号）

取引の価額 景品類の最高額

１， ０００円未満 ２００円

１， ０００円以上 取引価額の２／１０

業種別

景品告示

（ ４業種）

１ 新聞業

２ 雑誌業

３ 不動産業

４ 医療用医薬品業、 医療機器業及び衛生検査所業

（ 参考１）
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○ 不当景品類及び不当表示防止法（ 抄）

（ 昭和三十七年法律第百三十四号）

（ 目的）

第一条 この法律は、 商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の

誘引を防止するため、 一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのあ

る行為の制限及び禁止について定めることにより、 一般消費者の利益を保護することを

目的とする。

（ 景品類の制限及び禁止）

第四条 内閣総理大臣は、 不当な顧客の誘引を防止し、 一般消費者による自主的かつ合理

的な選択を確保するため必要があると認めるときは、 景品類の価額の最高額若しく は総

額、 種類若しく は提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、 又は景品類の

提供を禁止することができる。

（ 不当な表示の禁止）

第五条 事業者は、 自己の供給する商品又は役務の取引について、 次の各号のいずれかに

該当する表示をしてはならない。

一 商品又は役務の品質、 規格その他の内容について、 一般消費者に対し、 実際のもの

よりも著しく 優良であると示し、 又は事実に相違して当該事業者と同種若しく は類似

の商品若しく は役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく 優良である

と示す表示であつて、 不当に顧客を誘引し、 一般消費者による自主的かつ合理的な選

択を阻害するおそれがあると認められるもの

二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、 実際のもの又は当該事業者と同種

若しく は類似の商品若しく は役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引

の相手方に著しく 有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、 不当に顧客を

誘引し、 一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めら

れるもの

三 前二号に掲げるもののほか、 商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者

に誤認されるおそれがある表示であつて、 不当に顧客を誘引し、 一般消費者による自

主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するも

の

（ 措置命令）

第七条 内閣総理大臣は、 第四条の規定による制限若しく は禁止又は第五条の規定に違反

する行為があるときは、 当該事業者に対し、 その行為の差止め若しく はその行為が再び

行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要

な事項を命ずることができる。 その命令は、 当該違反行為が既になく なつている場合に

おいても、 次に掲げる者に対し、 することができる。

（ 参考２）
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一 当該違反行為をした事業者

二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、 当該法人が合併により消

滅したときにおける合併後存続し、 又は合併により設立された法人

三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、 当該法人から分割により当

該違反行為に係る事業の全部又は一部を継承した法人

四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受け

た事業者

２ 内閣総理大臣は、 前項の規定による命令に関し、 事業者がした表示が第五条第一号に

該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、 当該表示をした事業者に対

し、 期間を定めて、 当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めるこ

とができる。 この場合において、 当該事業者が当該資料を提出しないときは、 同項の規

定の適用については、 当該表示は同号に該当する表示とみなす。

（ 課徴金納付命令）

第八条 事業者が、 第五条の規定に違反する行為（ 同条第三号に該当する表示に係るもの

を除く 。以下「 課徴金対象行為」 という。） をしたときは、内閣総理大臣は、当該事業者

に対し、 当該課徴金対象行為に係る課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対象行為に

係る商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額

に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。 ただし、 当該事

業者が当該課徴金対象行為をした期間を通じて当該課徴金対象行為に係る表示が次の各

号のいずれかに該当することを知らず、 かつ、 知らないことにつき相当の注意を怠つた

者でないと認められるとき、 又はその額が百五十万円未満であるときは、 その納付を命

ずることができない。

一 商品又は役務の品質、 規格その他の内容について、 実際のものよりも著しく 優良で

あること又は事実に相違して当該事業者と同種若しく は類似の商品若しく は役務を供

給している他の事業者に係るものよりも著しく 優良であることを示す表示

二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、 実際のものよりも取引の相手方に

著しく 有利であること又は事実に相違して当該事業者と同種若しく は類似の商品若し

く は役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく 有利であ

ることを示す表示

２・ ３ （ 略）

（ 事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置）

第二十六条 事業者は、 自己の供給する商品又は役務の取引について、 景品類の提供又は

表示により不当に顧客を誘引し、 一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害する

ことのないよう、 景品類の価額の最高額、 総額その他の景品類の提供に関する事項及び

商品又は役務の品質、 規格その他の内容に係る表示に関する事項を適正に管理するため

に必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。

２～５ （ 略）



８

（ 指導及び助言）

第二十七条 内閣総理大臣は、前条第一項の規定に基づき事業者が講ずべき措置に関して、

その適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは、 当該事業者に対し、 そ

の措置について必要な指導及び助言をすることができる。

（ 勧告及び公表）

第二十八条 内閣総理大臣は、 事業者が正当な理由がなく て第二十六条第一項の規定に基

づき事業者が講ずべき措置を講じていないと認めるときは、 当該事業者に対し、 景品類

の提供又は表示の管理上必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。

２ 内閣総理大臣は、 前項の規定による勧告を行つた場合において当該事業者がその勧告

に従わないときは、 その旨を公表することができる。

（ 報告の徴収及び立入検査等）

第二十九条 内閣総理大臣は、 第七条第一項の規定による命令、 課徴金納付命令又は前条

第一項の規定による勧告を行うため必要があると認めるときは、 当該事業者若しく はそ

の者とその事業に関して関係のある事業者に対し、 その業務若しく は財産に関して報告

をさせ、 若しく は帳簿書類その他の物件の提出を命じ、 又はその職員に、 当該事業者若

しく はその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、 事業所その他その事業を

行う場所に立ち入り、 帳簿書類その他の物件を検査させ、 若しく は関係者に質問させる

ことができる。

２・ ３ （ 略）

（ 権限の委任等）

第三十三条 内閣総理大臣は、 この法律による権限（ 政令で定めるものを除く 。 ） を消費

者庁長官に委任する。

２ 消費者庁長官は、 政令で定めるところにより、 前項の規定により委任された権限の一

部を公正取引委員会に委任することができる。

３ （ 略）

４ 公正取引委員会、 事業者の事業を所管する大臣又金融庁長官は、 前二項の規定により

委任された権限を行使したときは、 政令で定めるところにより、 その結果について消費

者庁長官に報告するものとする。

５～１１ （ 略）



９

○ 不当景品類及び不当表示防止法施行令（ 抄）

（ 平成二十一年政令第二百十八号）

（ 公正取引委員会への権限の委任）

第十五条 法第三十三条第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限のうち、 法第

二十九条第一項の規定による権限は、 公正取引委員会に委任する。 ただし、 消費者庁長

官が自らその権限を行使することを妨げない。


